
居宅介護介護支援・介護予防支援 

西野の家「はなさんち」居宅介護支援事業所 契約書 

 

         様 （ 以 下 、 ｢契 約 者 ｣と い う ） と 西 野 の 家 「 は

なさ ん ち」 居宅 介 護支 援 事業 所（ 以 下、｢事 業者 ｣と い う)は、 契約 者

に対 し て行 う 居宅 介護 支 援・介 護 予防 支援 に つい て 、次の とお り 契約

を締 結 しま す 。  

 

 

（ 契 約 の 目 的 ）  

第１ 条  事 業 者は 、契 約者 の 委託 を 受け て、契 約者 の 心身 の 状況 、置

か れ て い る 環 境 や 契 約 者 及 び そ の 家 族 の 希 望 等 を 考 え て 居

宅サ ー ビス 計 画 、介 護予 防 サー ビ ス計 画を 作 成し 、指 定居 宅

サ ー ビ ス 等 の 提 供 が 確 保 さ れ る よ う に サ ー ビ ス 提 供 事 業 者

と の 連 絡 調 整 そ の 他 の 便 宜 の 提 供 を 行 う 居 宅 介 護 支 援 ・ 介

護予 防 支援 に つい て定 め るこ と を目 的と し ます 。  

 

（ 介 護 支 援 専 門 員 ) 

第 ２ 条  事 業 者 は 、 そ の 事 業 所 に 属 す る 介 護 支 援 専 門 員 に 契 約 者 の

居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 作 成 に 関 す る 業

務 を 担 当 さ せ る こ と と し 、 そ の 任 命 又 は 交 代 を 行 っ た 場 合

は、 利 用者 に その 氏名 を 文書 で 通知 しま す 。  

 

（ 運 営 規 程 の 遵 守 ) 

第３ 条  別 に 定め る運 営 規程 に 従い 、居宅 介 護支 援・介護 予防 支 援を

おこ な いま す 。  

 

（ 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 作 成 の 支 援 ）  

第４ 条  事 業 者は 、次の 各 号の 事 項を 介護 支 援専 門 員に 担当 さ せ 、居

宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 を 支 援 し ま

す。  

 

  １  契 約 者 の 居 宅 を 訪 問 し 、 契 約 者 及 び 家 族 に 面 接 し て 情 報 を

収集 し 、解 決 すべ き課 題 を把 握 しま す。  

  ２  当 該 地 域 に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 関 す る サ ー



ビ ス の 内 容 、 利 用 料 等 の 情 報 を 適 正 に 契 約 者 及 び 家 族 に 提

供し 、 契約 者 にサ ービ ス の選 択 を求 めま す 。  

 

  ３  提 供 され るサ ー ビス の 目標 、その 達 成時 期 、サー ビス を 提供

す る 上 で 留 意 点 等 を 盛 り 込 ん だ 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予

防サ ー ビス 計 画の 原案 を 作成 し ます 。  

   

４  居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 に 位 置づ

け た 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 に つ い て 、 保 険 給 付 の 対 象 と な る か

否 か を 区 分 し た 上 で 、 そ の 種 類 、 内 容 、 利 用 料 等 に つ い て 契

約 者 及 び そ の 家 族 に 説 明 し 、 契 約 者 か ら 文 書 に よ る 同 意 を 受

けま す 。  

 

  ５  そ の 他 、居 宅サ ー ビス 計 画 、介 護予 防 サー ビ ス計 画作 成 に関

する 必 要な 支 援を 行い ま す。  

 

（ 経 過 観 察 ・ 再 評 価 ) 

第５ 条  事 業 者は 、居宅 サ ービ ス 計画 、介護 予 防サ ー ビス 計画 作 成後 、

次の 各 号に 定 める 事項 を 介護 支 援専 門員 に 担当 さ せま す。  

  １ 利用者の居宅を少なくとも月１回以上（介護予防支援の場合は３月に

１回以上）、利用者の居宅を訪問し契約者及びその家族と面接し、経

過の把握に努めます。ただし、テレビ電話装置その他の情報通信機器

を活用し、利用者の面接を行い、以下の要件を満たす場合は、２月に

１回（介護予防支援の場合は６月に１回）の訪問とします。 

 

ア 利用者の同意を得ること。 

  

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担

当者その他の関係者の合意を得ていること。 

    ⅰ 利用者の状態が安定していること。 

    ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族

のサポートがある場合も含む）。 

    ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報

について、他のサービス事業者との連携に より情報を収集する

こと。 

   

２  居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 目 標 に 沿 っ

て サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る よ う 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等



との 連 絡調 整 を行 いま す 。  

   ３  契 約 者 の 状 態 に つ い て 定 期 的 に 再 評 価 を 行 い 、 状 態 の 変

化 等 に 応 じ て 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

変 更 の 支 援 、 要 介 護 認 定 区 分 変 更 申 請 の 支 援 等 の 必 要 な

対応 を しま す 。  

 

（ 施 設 等 入 所 へ の 支 援 ) 

第 ６ 条  事 業 者 は 、 契 約 者 の 介 護 保 険 施 設 等 へ の 入 所 を 希 望 し た 場

合、契 約者 に 介護 保険 施 設等 の 紹介 その 他 の支 援 をし ます 。 

 

（ 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 変 更 ) 

第 ７ 条  契 約 者 が 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 変 更

を希 望 した 場 合 、又 は事 業 者が 居 宅サ ービ ス 、介護 予 防サ ー

ビ ス の 変 更 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 、 事 業 者 と 契 約 者 双 方 の

合 意 を も っ て 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を

変更 し ます 。  

 

（ 給 付 管 理 ) 

第８ 条  事 業 者は 、居宅 サ ービ ス 計画 、介護 予 防サ ー ビス 計画 作 成後 、

そ の 内 容 に 基 づ き 毎 月 給 付 管 理 票 を 作 成 し 、 京 都 府 国 民 健

康保 険 団体 連 合会 に提 出 しま す 。  

 

（ 要 介 護 認 定 等 の 申 請 に 係 る 援 助 ) 

第９ 条  事 業 者は 、契約 者 が要 介 護認 定又 は 要支 援 認定 (以下 、｢要 介

護 認 定 等 ｣と い う )の 更 新 申 請 及 び 状 態 の 変 化 に 伴 う 区 分 変

更の 申 請を 円 滑に 行え る よう 契 約者 を援 助 しま す 。また 、事

業者 は 、契約 者 が希 望す る 場合 は 、要介 護認 定 等の 申 請を 契

約者 に 代わ っ て行 いま す 。  

 

（ サ ー ビ ス 提 供 の 記 録 ) 

第10条  

 １  事業 者 は、指 定居 宅 介護 支 援・介 護予 防 支援 の 提供 に関 す る

記 録 を 作 成 す る こ と と し 、 こ れ を こ の 契 約 終 了 後 ５ 年 間 保

管し ま す。  

 

２ 契 約者 は 、事 業 者の 営 業時 間 内に その 事 業所 に て、当 該契 約

者に す る第 １ 項の サー ビ ス実 施 記録 を閲 覧 でき ま す。  

 



 

３  契 約者 は 、当 該 契約 者 に関 す る第 １項 、サ ー ビ ス実 施 記録 の

複写 物 の交 付 を受 ける こ とが で きま す。  

 

４  第 12条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 契 約 者 又 は 事 業 者

が解 約 を文 書 で通 知し 、且 つ 、契約 者 が希 望 した 場 合 、事業

者は 、直 近 の居 宅 サー ビ ス計 画、介 護予 防 サー ビ ス計 画及 び

そ の 実 施 状況 に 関 す る 書 面 を作 成 し 、 契 約 者 に交 付 し ま す。 

 

（ 契 約 期 間 ）  

第11条  

  １  こ の 契 約 の 契 約 期 間 は 、 契 約 締 結 日 か ら 契 約 者 の 要 介 護 認

定の 有 効期 間 満了 日ま で とし ま す。  

 

  ２  契 約 満了 日の ７ 日前 ま でに 、契約 者 から 事 業者 に対 し て 、契

約 終 了 の 申 出 が な い 場 合 、 契 約 は 自 動 更 新 さ れ る も の と し

ます 。  

 

（ 契 約 の 終 了 ）  

第12条  

  １  契 約 者 は 、 事 業 者 に 対 し て ７ 日 前 ま で に 文 章 で 通 知 す る こ

とに よ り、 こ の契 約を 解 約す る こと がで き ます 。  

 

  ２  事 業 者は 、やむ を 得な い 事情 があ る 場合 、契 約者 に対 し て契

約 終 了 日 １ カ 月 前 ま で に 理 由 を 示 し た 文 書 で 通 知 す る こ と

によ り、こ の契 約 を解 約 する こ とが でき ま す。この 場 合、事

業 者 は 当 該 地 域 の 他 の 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 関 す る 情

報を 契 約者 に 提供 しま す 。  

 

 ３  事業 者 は、契 約者 又 はそ の 家族 等が 、事 業 所や 介 護 支援 専 門

員 に 対 し て 、 こ の 契 約 を 継 続 し 難 い ほ ど の 不 信 行 為 を 行 っ

た場 合、文 書で 通 知 する こ とに よ り、直 ちに こ の契 約 を解 約

する こ とが で きま す。  

 

４  契 約 者 も し く は そ の 家 族 が 、 サ ー ビ ス 従 事 者 等 に 対 し て ハ

ラス メ ント 行 為を 行い 、継続 し たサ ー ビス 提 供が 困 難と 事業

所が 判 断し た 場合 。  

 



 

 ５  次 の 事 由 に 該 当 し た 場 合 は 、 こ の 契 約 は 自 動 的 に 終 了 し ま

す。  

①  契約 者 が介 護 保険 施設 に 入所 し た場 合  

②  契約 者 の要 介 護認 定区 分 が、自立（非 該当 ）と 認 定さ れ

た場 合  

③ 契 約者 が 死亡 した 場 合  

 

（ 身 元 引 受 人 ）  

第1３ 条 事 業者 は 、契約 者 に対 し 、身 元引 受 人を 求 める こと が あり

ます 。但 し 、契約 者 に身 元 引受 人 を立 てる こ とが で きな い相

当の 理 由が 認 めら れる 場 合は 、 その 限り で はあ り ませ ん。  

 

（ 秘 密 保 持 ）  

第1４ 条  

  １  事 業 者 、介 護支 援 専門 員 及び 事業 所 の使 用 する 者は 、サ ービ

ス 提 供 を す る 上 で 知 り 得 た 契 約 者 及 び そ の 家 族 に 関 す る 秘

密 を 正 当 な 理 由 な く 第 三 者 に 漏 ら し ま せ ん 。 こ の 守 秘 義 務

は、 契 約終 了 後も 同様 で す。  

  ２  事 業 者は 、契約 者 から 予 め同 意を 得 ない 限 り 、サ ービ ス 担当

者会 議 等に お いて 、契 約 者の 個 人情 報を 用 いま せ ん。  

 

（ 賠 償 責 任 ) 

第1５ 条 事 業者 は 、サー ビ スの 提 供 に伴 っ て 、事 業 者 の責 め に帰 す

べき 事 由に よ り契 約者 の 生命・身 体・財産 に 損害 を 及ぼ した

場合 に は、 そ の損 害を 賠 償し ま す。  

 

（ 身 分 証 携 帯 義 務 ) 

第1６ 条 介 護支 援 専門 員 は 、常 に 身 分証 を 携行 し 、初 回訪 問 時及 び

契 約 者 や 契 約 者 の 家 族 か ら 提 示 を 求 め ら れ た 時 は 、 い つ で

も身 分 証を 提 示し ます 。  

 

（ 相 談 ・ 苦 情 対 応 ) 

第1７ 条 事 業者 は 、契 約 者、ま たは 家族 等 から の 相談・苦 情 に対 応

す る 窓 口 を 設 置 し 、 自 ら 提 供 し た 居 宅 介 護 支 援 又 は 居 宅 サ

ー ビ ス 計 画 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 位 置 づ け た 指 定 居 宅

サー ビ ス等 に 関す る契 約 者 、ま た は家 族等 の 要望・苦 情等 に

対し 、 迅速 か つ適 切に 対 応し ま す。  



 

（ 善 管 注 意 義 務 ）  

第1８ 条 事 業者 は 、契 約者 よ り 委託 さ れた 業 務を 行 うに あた っ ては 、

法 令 を 遵 守 し 、 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て そ の 業 務 を

遂行 し ます 。  

 

（ 信 義 誠 実 の 原 則 ) 

第1９ 条  

  １  契 約 者 と 事 業 者 は 、 信 義 誠 実 を も っ て 本 契 約 を 履 行 す る も

のと し ます 。  

 

  ２  本 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 介 護 保 険 法 令 そ の 他

諸 法 令 の 定 め る と こ ろ を 遵 守 し 、 双 方 が 誠 実 を も っ て 協 議

のう え 定め ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

上記 の 契約 を 証す るた め、本 書２ 通 を作 成 し、契約 者、事業 者 が署

名の 上 、１ 通 ずつ 保有 す るも の とし ます 。  

 

契約 締 結日  令和   年  月   日  

 

事業者 

（事 業 者名 ）  西 野の 家 「は な さん ち」 居 宅介 護 支援 事業 所  

（住 所 ）京 都 市山 科区 西 野広 見 町４ 番地  

（代 表 者名 ） 理事 長   

 

契約 者 （利 用 者）  

（住   所 ）                     

 

（氏   名 ）                     

 

身元 引 受人  

（住   所 ）                     

 

（氏   名 ）                     

   

（契 約 者と の 関係 ）                  

  

法定 代 理人  

（住   所 ）                      

 

 （ 氏   名 ）                      

 

 （ 契 約者 と の関 係）                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

居 宅 介 護 支 援 開 始 に あ た り 、 利 用 者 に 対 し て 契 約 書 及 び 重 要 事 項

説明 書 に基 づ いて 、説 明 をし ま した 。  

  

説明 者  

   西野 の 家「 はな さ んち 」 居宅 介護 支 援事 業 所  

    

介護 支 援専 門 員               

 

  

私は 、契 約 書及 び 重 要事 項 説明 書 によ り事 業 者か ら 居宅 介護 支 援・

介護 予 防支 援 につ いて の 説明 を 受け 、同 意 し、 交 付を 受け ま した 。  

また 、介 護 サー ビ ス、介護 予 防サ ー ビス・総 合 事業 利 用に あ たっ て

の 個 人 情 報 提 供 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 へ の 情 報 提 供 に つ い て も 同

意し ま す。  

 

 

契  約  者                    

 

 

身元 引 受人                    

 

 

法定 代 理人                    

 

 

 

 

 

 

 



重 要 事項 説 明書  

１  事 業 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針  

（ 一 ） 事 業 の 目 的  

 社 会 福祉 法 人西 野の 家「 は なさ ん ち」居宅 介 護支 援 事業 所 は、介護

保 険 法 の 理 念 に 基 づ く と と も に 、 高 齢 者 が 自 立 し た 生 活 を 送 れ る

よう 、ま た 老化 に 伴い 介 護が 必 要な 者に 対 して 、介 護 相談 、介 護 計

画等 を 支援 す るこ とを 目 的と し ます 。  

 

（ 二 ） 運 営 方 針  

 社 会 福祉 法 人西 野の 家「 はな さ んち 」居宅 介 護支 援 事業 所の 事 業は 、

次の 各 項目 を 運営 方針 と しま す 。  

 

 １  被 保 険 者 が 要 介 護 状 態 、 も し く は 要 支 援 状 態 等 と な っ た 場 合

にお い ても 、可 能な 限り そ の居 宅 にお いて 、そ の有 す る能 力に

応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う に 配 慮 し て 行

いま す 。  

 

 ２  被保 険 者の 要介 護 状態 、要 支援 状態 等 に係 る 申請 に対 し て 、利

用者 の 意思 を 尊重 し、必要 な 協力 を 行い ま す。また 、被 保険 者

が申 請 を行 っ てい るか 否 かを 確 認し てそ の 支援 も 行い ます 。  

 

 ３  被保 険 者の 心身 状 況 、そ の 置か れて い る環 境 など に応 じ て 、被

保 険 者 の 選 択 に 基 づ き 、 適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ

ービ ス、施 設サ ー ビス 等 が、多様 な 事業 者 から 、総 合 的か つ 効

果 的 に 提 供 さ れ る よ う 配 慮 す る と と も に 、 そ れ ら サ ー ビ ス 事

業者 等 をは じ め、他の 居 宅介 護 支援 事業 所 、地 域住 民､さら に

保険 者 との 連 携を 得て 、居 宅サ ー ビス 計画 、介 護予 防 サー ビス

計画 の 作成 等 にあ たり ま す。  

 

 ４  保険 者 から 介護 認 定調 査 の委 託を 受 けた 場 合は 、公正 、中 立を

期し 、さ らに 被 保険 者に 対 し正 し い調 査を 行 いま す 。また その

知識 を 有す る よう 研鑽 を 行い ま す。  

 

 ５  利用 者 の意 思及 び 人格 を 尊重 し、常 に利 用 者の 立場 に 立っ て、

利用 者 に提 供 され る居 宅 サー ビ ス、 介護 予 防サ ー ビス 等が ､ 

特 定 の 種 類 や 特 定 の 事 業 者 に 不 当 に 偏 す る 事 の な い よ う 、 公

正、 中 立に 行 いま す。  



２  事 業 所 の 指 定 番 号 及 び サ ー ビ ス 提 供 地 域  

 事 業 所 名  西野 の 家「 は なさ んち 」 居宅 介 護支 援事 業 所   

 所 在 地  京 都 市 山 科 区 西 野 広 見 町 ４ 番 地   

 ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：５０２－８７３６  ＦＡＸ：５０２－８７３５  

 介護保険指定 京 都 府 指 定 ： ２ ６ ７ ４ １ ０ １ ３ ９ ５   

 
サービスを提供する地域 

京都市山科区・伏見区（醍醐支所管内）とする。 

その他の地域は、個別の相談の上、実施する。 

 

 

３ 事 業 所 の 職 員 体 制  

職 員 体 制 保  有 資 格 職  員  数  

管  理 者 主 任 介護 支援 専門 員 
１ 名  

（ う ち １ 名 は 兼 務 ）  

主 任 介護 支援 専門 員 主 任 介護 支援 専門 員 
１ 名 以 上  

（ う ち １ 名 は 兼 務 ）  

介 護 支援 専門 員 介 護 支援 専門 員 ３ 名 以 上  

事 務 員  １名 

 

４  営 業 時 間  

営業時間   午前９時００分～午後６時００分 

営業日    月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（12月30 

日から1月3日まで）を除く。 

         また、職員が休日の場合は、実施主体である（福）同和園総

務部、及び介護老人福祉施設等の相談員が代わって窓口業

務を行い、管理者及び各担当者への連絡を行います。 

 

 ●当事業所は上記の営業時間外においても２４時間の連絡体制を確保してい

ます。 

  営業時間外に当事業所（TEL:５０２－８７３６）へ連絡を頂いた際は管理

宿直者へ電話が繋がり、緊急相談時は管理宿直者より各担当者へ連絡を取

り、相談対応を致します。 

   

 

５  居 宅 介 護 支 援 事 業 の 提 供 方 法 及 び 内 容  

 当 事 業 所 の 居 宅 介 護 支 援 事 業 の 提 供 方 法 は 次 の と お り と し ま す 。 



 ① 当 事 業 所 の 管 理 者 は 、 介 護 支 援 専 門 員 に 身 分 を 証 す る 書 類 を 携

帯さ せ 初回 訪 問時 また は 、利用 者 、ま たは 利 用者 家 族か ら求 め ら

れた と きは 、 これ を提 示 すべ き 旨を 指導 し ます 。  

 

 ② 当 事 業 所 が 居 宅 介 護 支 援 事 業 の 提 供 を 開 始 す る と き は 、 あ ら か

じめ 、利 用 申込 者 また は その 家 族に 対し て 、運 営規 程 の概 要､そ

の 他 利 用 申 請 者 の サ ー ビ ス の 選 択 等 に 関 す る 重 要 事 項 を 記 し た

文 書 を 交 付 し て 説 明 し 、 提 供 の 開 始 に つ い て 利 用 申 込 者 の 同 意

を得 ま す。  

また 、居宅 サ ービ ス計 画 、介 護 予防 サー ビ ス計 画 が利 用者 の 希

望 を 基 礎 に し て 作 成 さ れ る も の で あ る こ と を 説 明 し 理 解 を 得 ま

す。  

利用 者 やそ の 家族 に対 し て、利 用者 は、ケ アプ ラ ンに 位置 付 け

る居 宅 サー ビ ス事 業所 に つい て、複 数 の事 業 所の 紹 介を 求め る こ

とが 可 能で あ るこ とや 、当 該 事業 所 を ケア プ ラン に 位置 付け た 理

由を 求 める こ とが 可能 で ある こ とを 説明 し 、理 解 を得 ます 。  

 

 ③ 当 事業 所 は 、被 保険 者 の要 介 護認 定等 の 申請 代 行を 行う 場 合 、保

険 者 の 委 託 に よ る 要 介 護 認 定 調 査 を 行 う 場 合 、 及 び 利 用 者 に 居

宅 介 護 支 援 を 提 供 す る 場 合 に は 、 そ の 者 の 提 示 す る 被 保 険 者 証

の確 認 を行 い ます 。ま た、その 資 格、要介 護 認定 等 の有 無、認定

区分 、 有効 期 間を 確か め ます 。  

 

 ④ 保 険 者 の 委 託 に よ る 要 介 護 認 定 の 訪 問 調 査 を 行 う 場 合 に は 、 調

査の 留 意事 項 に精 通し 、被 保険 者 に公 平 、中 立 で正 確 な調 査を 行

いま す 。  

 

 ⑤ 当 事 業 所 は 、 地 域 内 の 被 保 険 者 か ら 介 護 を 要 す る 者 の 発 見 に 努

め 、要 介 護認 定 の申 請が 行 われ て いる か確 認 し 、行 わ れて いな い

場 合 は 、 被 保 険 者 の 意 思 を ふ ま え て 速 や か に 当 該 申 請 が 行 わ れ

るよ う 支援 し ます 。  

  

⑥要 介 護認 定 者等 の更 新 申請 は 、現 在 の要 介 護認 定 等の 有効 期 間の

満 了 日 の 遅 く と も １ か 月 前 に は 行 わ れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 い

ます 。  

  

 

 



⑦当 事 業所 は 、要 介護 認 定者 の 居宅 サー ビ ス計 画 、介 護予 防 サー ビ

ス計 画 の作 成 を被 保険 者 とそ の 家族 の意 思 を尊 重 して 、保健 医 療

サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 多 様 な サ ー ビ ス を サ ー ビ ス 事 業

者と 連 携し 、総合 的か つ 効果 的 な居 宅サ ー ビス 計 画、介護 予 防サ

ービ ス 計画 を 作成 し、被 保険 者 の承 認 を得 て サー ビ ス提 供の 手 続

きを 行 いま す 。  

   特に 、医 療 との 連 携を 密 に図 るた め に、利用 者 等に 対 して 、入

院 時 に 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 氏 名 等 を 入 院 先 医 療 機 関 に 提 供 す

るよ う 依頼 し ます 。  

利 用 者 が 医 療 系 サ ー ビ ス の 利 用 を 希 望 し て い る 場 合 等 は 、 利

用 者 の 同 意 を 得 て 主 治 の 医 師 等 の 意 見 を 求 め 、 医 師 等 に 対 し て

ケア プ ラン を 交付 しま す 。  

訪 問 介 護 事 業 所 等 か ら 伝 達 さ れ た 、 利 用 者 の 口 腔 に 関 す る 問

題 や 服 薬 状 況 、 モ ニ タ リ ン グ 等 の 際 に ケ ア マ ネ ジ ャ ー 自 身 が 把

握し た、利 用者 の 状 態等 に つい て、ケ ア マネ ジ ャー か ら主 治の 医

師や 歯 科医 師 薬剤 師に 、 必要 な 情報 伝達 を 行い ま す。  

  

 ⑧ 当 事業 所 は 、次 のよ う な場 合 を除 いて 、業 務の 提 供を 拒否 す るこ

とは あ りま せ ん。  

（ イ ） 利 用 者 が 正 当 な 理 由 な し に 介 護 保 険 法 第 24条 第 2項 に 規 定

す る 介 護 給 付 等 の 対 象 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 指 示 に 従 わ

な い こ と 等 に よ り 、 要 介 護 等 の 程 度 を 増 進 さ せ た と 認 め る

場合 。  

 

（ ロ ） 偽 り 、 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 保 険 給 付 を 受 け た 場 合 、 ま

たは 受 けよ う とし た場 合 。  

なお 、当 事 業所 は、以上 の いず れ かに 該当 す る場 合 は、遅滞

なく 、 意見 を 付し てそ の 旨を 保 険者 に通 知 しま す 。  

 

 ⑨ 当 事業 所 は、第11条 に 定め る 通 常の 事 業の 実 施地 域等 を 勘案 し

て 、 利 用 申 請 者 に 対 し 自 ら 適 切 な 居 宅 介 護 支 援 事 業 を 提 供 す る

こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 場 合 は 、 他 の 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 を

紹介 す る等 の 措置 を講 じ ます 。  

 

⑩当 事 業所 が、利 用者 か ら相 談 を受 ける 場 所は 、(1)当 事業 所 内で

接客 や 相談 を うけ るた め に適 し た部 屋 、(2)利 用 者の 自 宅や 入 院

先等 、現 に利 用 者 が所 在 する と ころ 、(3)そ の他 、利 用 者ま た は

その 家 族が 希 望す ると こ ろの い ずれ かと し ます 。  



６  利 用 料  

  ① 指 定 居 宅 介 護 を 提 供 し た 場 合 の 利 用 料 の 額 は 厚 生 労 働 大 臣 の

定 め る 基 準 に よ る も の と し 、 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 が 法 定 代

理受 領 サー ビ スで ある と きは 、 利用 料を 徴 収し ま せん 。  

    た だ し、通常 の 事業 実 施地 域外 で の支 援 にか かる 交 通費 や、

事 業 所 の 社 用 車 に よ る 受 診 時 等 の 送 迎 時 の ガ ソ リ ン 代 、 介 護

保険 適 用外 の 場合 など の ため 、当園 の居 宅 介護 支 援に 対し て、

法 定 代 理 受 領 に よ る 介 護 保 険 給 付 が 支 払 わ れ な い 場 合 な ど は 、

利用 者 の個 人 負担 とな り ます 。  

 

  ② 介護 保 険適 用の 場 合で も 、保険 料の 滞 納等 に より 、法定 代 理受

領が で きな く なる 場合 が あり ま す 。そ の場 合 は 、相 当 の料 金を

いた だ き、 サ ービ ス提 供 証明 書 を発 行い た しま す 。  

    サ ー ビス 提供 証 明書 を 後日 、京都 市 各区 役 所 、宇 治市 役 所な

ど の 市 町 村 窓 口 に 提 出 し ま す と 、 差 額 の 払 い 戻 し を 受 け る こ

とが で きま す 。  

 

  ③ 当 事 業 所 は 、 中 重 度 者 や 支 援 困 難 ケ ー ス へ の 積 極 的 な 対 応 を

行う ほ か 、専 門 性の 高い 人 材を 確 保し 、質の 高 いケ ア マネ ジメ

ン ト を 実 施 し 、 地 域 全 体 の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 質 の 向 上 を 目

的と し ます 。  

そ の た め 、 下 記 の 特 定 事 業 所 加 算 の 算 定 用 件 に 充 た す 場 合

は、 特 定事 業 所加 算Ⅱ の 算定 を 行い ます 。  

 

（イ ） 常勤 専 従の 主任 介 護支 援 専門 員を 配 置し て いる こと 。  

（ロ ） 常勤 専 従の 介護 支 援専 門 員を ３名 以 上配 置 して いる こ

と。  

（ハ ） 利用 に 関す る情 報 また は 、サ ービ ス 提供 に 当た って の 留

意事 項 に係 る 伝達 を目 的 とし た 会議 を定 期 的に 開 催す るこ

と。  

（ニ ） 24 時 間連 絡 体制 を 確保 し 、か つ、 必 要に 応 じて 利用 者 等

の相 談 に対 す る体 制を 確 保し て いる こと 。  

（ホ ） 介護 支 援専 門員 に 対し 、 計画 的に 研 修を 実 施し てい る こ

と。  

（ヘ ） 地域 包 括支 援セ ン ター か ら支 援困 難 な事 例 を紹 介さ れ た

場合 に 居宅 介 護支 援を 提 供し て いる こと 。  

（ト ） ヤン グ ケア ラー 、 障が い 者、 生活 困 窮者 、 難病 患者 等 、

高齢 者 以外 の 対象 者へ の 支援 に 関す る事 例 検討 会 、研 修等

に参 加 して い るこ と。  



（チ ） 特定 事 業所 集中 減 算の 適 用を 受け て いな い こと 。  

（リ ） 居宅 介 護支 援の 提 供を 受 ける 利用 者 数が 事 業所 の介 護 支

援専 門 員１ 人 あた り４ ５ 名未 満 であ るこ と 。  

（ヌ）法定 研 修等 に おけ る 実習 受 入事 業所 と なる な ど人 材育 成 へ

の協 力 又は 協 力体 制を 確 保し て いる こと 。  

（ル）他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研修会

等の実施をしていること。 

（ヲ）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（イン

フォーマル サービス含む）が包括的に提供されるような居宅サー

ビス計画を作成していること。 

 

④居 宅 介護 支 援費 と各 加 算  

   当事 業 所の 地域 区 分は ５ 級地 です 。 （1単 位： 10.7円 ）  

算 定 項 目  単 位  総 額  

基 本 サ ー ビ ス 費  

<介 護 支 援 専 門 員 取 扱 件 数 > 
要 介 護 度    

居 宅 介 護 支 援 費 （ Ⅰ ⅰ ）  

取 扱 件 数 ４ 5件 未 満  

要 介 護 1･2 1,086単 位  11,620円  

要 介 護 3･4･5 1,411単 位  15,097円  

居 宅 介 護 支 援 費 （ Ⅰ ⅱ ）  

取 扱 件 数 ４ 5件 以 上 ６ ０ 件 未 満  

要 介 護 1･2 544単 位  5,820円  

要 介 護 3･4･5 704単 位  7,532円  

居 宅 介 護 支 援 費 （ Ⅰ ⅲ ）  

取 扱 件 数 ６ ０ 件 以 上  

要 介 護 1･2 326単 位  3,488円  

要 介 護 3･4･5 422単 位  4,515円  

介 護 予 防 支 援 費 （ Ⅱ ）  472単 位  5,050円  

加 算  

初 回 加 算  300単 位  3,210円  

特 定 事 業 所 加 算 Ⅱ  421単 位  4,504円  

入 院 時 情 報 医 療 連 携 加 算 Ⅰ  250単 位  2,675円  

入 院 時 情 報 医 療 連 携 加 算 Ⅱ  200単 位  2,140円  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅰ イ  450単 位  4,815円  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅰ ロ  600単 位  6,420円  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅱ イ  600単 位  6,420円  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅱ ロ  750単 位  8,025円  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅲ  900単 位  9,630円  

通 院 時 情 報 連 携 加 算  50単 位  535円  



緊 急 時 等 居 宅 カ ン フ ァ レ ン ス 加 算  200単 位  2,140円  

タ ー ミ ナ ル マ ネ ジ メ ン ト 加 算  400単 位  4,280円  

※上 記 、加 算 につ いて は 、対 象 とな る場 合 にの み 該当 しま す 。  

 た だ し、 運 営基 準減 算 があ る 場合 には 加 算さ れ ませ ん。  

 

７  事故発生時の対応 

① 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を取り、必要な対応を行い

ます。 

② 事故が生じた原因を解明し、関係機関と連携を図り、再発生を防ぐ

ための対策を行います。 

 

８ 秘密保持 

① 当該事業所の介護支援専門員、その他の従業員は、正当な理由なく、

その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしません。 

 

② サービス担当者会議等において、利用者や家族の個人情報を用いる

場合は、居宅介護支援契約書により、同意を得ることとします。 

 

９ 衛生管理等 

① 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる 

措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求

めるものとします。 

⑴ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図ります。 

⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

⑶ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施します。 

１０ 虐待の防止のための措置 

  ①当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講じ

ます。 

   （１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置。定期的な委

員会の開催とともに、その結果について従業者への周知。 

   （２） 虐待の防止のための指針の整備。 



   （３） 従業者に対し、定期的に虐待の防止を啓発、普及するのための

研修の実施。 

   （４） 上記（１）～（３）の措置を適切に実施するための担当者の選

定及び設置。 

②当事業所は、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）等によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

保険者に通報します。 

 

１１ 身体拘束等の禁止 

①事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

② 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な

事項を記録します。 

 

１ ２  各 サ ー ビ ス の 利 用 割 合  

  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。 

（別 紙 参照 ）  

 

１ ３  相 談 ・ 要 望 ・ 苦 情 及 び サ ー ビ ス 内 容 等 の 連 絡 先  

①法 人 の苦 情 等相 談窓 口  

    所在地   京都市伏見区醍醐上ノ山町 11 番地  

    電話番号  （０７５）５７１－００１０  

    ＦＡＸ   （０７５）５７１－０４７３ 

    担当者   法人本部 佐賀 隆司 

    利用時間  午前９時から午後５時まで 

 

②第三者委員会の設置 

当事 業 所以 外 でも 苦情 の 申し 立 てを 受け 付 ける た めに 、  

第三 者 委員 会 を以 下の よ うに 設 置し てお り ます 。  

      

社会福祉法人 勧修福祉会 

特別養護老人ホーム長楽園 施設長 西村 久史 

連絡先 京都市山科区勧修寺仁王堂町１３－３ 

電話 ０７５－５７２－６３１７ 

 



尾川税理士事務所長 

社会福祉法人同和園監事 尾川 宣之 

連絡先 京都市東山区本町１０－１９７－３ 

電話  ０７５－５２５－１９１１  

 

大谷大学名誉教授 

社会福祉法人同和園監事 佐賀枝 夏文 

連絡先 京都市下京区烏丸通り七条上ル 

東本願寺青少幼年センター メール相談室 

アドレス： sagaesan@higashihonngannji.or.jp 

 

③  その 他 に、 下 記の 窓口 で 、介 護 保険 に関 す る苦 情 、相 談が  

でき ま す。  

 

山科 区 役所  保健 福 祉セ ン ター   

健康 福 祉部 健 康長 寿推 進 課 (075-592-3290) 

 

伏見 区 役所 醍 醐支 所 保 健福 祉 セン ター   

健康 福 祉部 健 康長 寿推 進 課 (075-571-6471) 

 

京都 府 国民 健 康保 険団 体 連合 会  介 護 保険 課 介護 相 談係  

（075-354-9090）  



社会福祉法人 同和園 

理事長 亀谷 英央 殿 

 

個人情報利用同意書 

 

社会福祉法人同和園が保有する私及びその家族に関する個人情報については、下記の

内容の範囲内について、使用されることに同意します。 

 

記 

①適切なサービスを円滑に行うために、情報共有が必要な時。（サービス担当者会議等） 

②サービス提供にかかる請求業務などの事務手続きを行う時。（利用者の介護請求等） 

③サービス利用にかかわる管理運営を行う時。  （事業所内の利用者台帳の作成等） 

④緊急時の医師、関係機関への連絡が必要な時。 

⑤ご家族及び後見人等への報告が必要な時。 

⑥法令上義務づけされている関係機関からの依頼があった時。 

⑦損害賠償責任等にかかる公的機関への情報提供が必要な時。 

⑧特定の目的のために、その利用目的の範囲内で利用する同意を得た時。 

以上 

 

令和  年  月  日 

 

【利用者】 

住 所                         

 

 

氏 名                       

      

        

【署名・法定代理人】 

  

氏 名                       

 

 

【ご家族】 

氏 名                       

 

 

氏 名                       

 

 

氏 名                       


